
みんなでつくるまち条例　素案一覧（たたき台からの変更点）
第9回自治KEN2017/10/24

■内容のわかりやすさ、全体の統一感、条例としての体裁等を考慮し、文章、文言を修正、整理しました。

■全体を通して修正した主な点

①　「行政」を「市」（もしくは「市政」）と変更

②　原則として２つの文言をつなぐときは、「及び」を使用（前文を除く）

素案の条文

※下線部は主な変更点

１　前文 　わたしたちは、まちの現在と未来の姿に心から向き合い、夢と覚悟を
持って自らの手でまちづくりをしていこうと決意し、その基本となる（仮称）
長久手市自治基本条例を制定します。
長久手には、歴史の中で育まれた貴重な文化財、大学を始めとする研究
機関、豊かな自然、住民の若さ等、全国に誇れる素晴らしい面がたくさん
あります。
　一方で、急激な人口増加や価値観の多様化などにより、人と人とのつな
がりが薄れて来ていること、必ず訪れる少子高齢化への対応など多くの
課題も横たわっています。
このような社会の変化に対応していくため、まちのことは行政や議会にま
かせておけば良い、まちづくりは行政が主導し決めていくものだという考
え方を改めます。
　そして、市民が主体的に行動する自治の力を高めるため、互いに声を
かけ合い、人を集め、とことん話し合うことを大切にし、課題の解決に向け
て取り組んでいきます。
　わたしたちは、多様性と個人の自由を認める懐の深さと自分の言葉と行
動に対する責任を持ち、次世代に豊かな自然とよりよいまちを引き継ぎ、
みんなで手を取り合って、誰もが幸せを実感できるまち長久手をつくりあ
げていきます。

　わたしたちは、まちの現在と未来の姿に心から向き合い、夢と覚悟を持って
自らの手でまちづくりをしていこうと決意し、その基本となる「長久手市みんな
でつくるまち条例」を制定します。
　長久手市は、秀吉と家康が戦った「小牧・長久手の戦い」に関する史跡や、
伝統ある「警固祭り」をはじめとする貴重な文化財が引き継がれ、また、長久
手を源流とする香流川、東部に多く残る里山等豊かな自然を身近に感じるこ
とができる住みよいまちです。
2005年の「愛・地球博（日本国際博覧会）」を機に、日本唯一の乗り物「リニ
モ」がまちの中心を走り、住宅地の整備が一層進み、長久手市は大きく発展
しました。
一方で、急激な人口増加、価値観の多様化等により、人と人とのつながりが
薄れてきていると感じられます。今後、必ず訪れる少子高齢化、人口減少時
代に備えて、今、地域のつながりを見つめ直し、多くの課題をみんなで協力し
て乗り越えていかなくてはなりません。
　そのために、これからのまちづくりは、市民が市及び議会と協働して、主体
的に行動していくことが求められます。互いに声をかけ合い、人を集め、とこ
とん話し合うことを大切にし、課題の解決に向けて取り組むことが必要になり
ます。
この条例は、こうしたまちづくりの基本となる考え方や、市民、議会及び市そ
れぞれが何をすべきかを示しています。
　わたしたちは、多様性と個人の自由を認め合う懐の深さと、自分の言葉と行
動に対する責任を持ちます。そして、次世代に豊かな自然とよりよいまちを引
き継ぎ、みんなで手を取り合って、誰もが笑顔で暮らせる幸せなまち長久手を
つくりあげていきます。

・「小牧・長久手の戦い」「愛・地球博」「リ
ニモ」といった固有名詞を出し、前文に長
久手らしさを盛り込みました。
・市民が主体的に行動できるように、市及
び議会と協働していく旨を追記しました。

・市民の想いを入れる部分なのに、文章が
固い。
・中学生が読んでわかりやすい文章に。
・若い世代に引き継ぐ条文にしたい。
・初めて見る。共有がまだできていない。
・「行政と議会の協働の下」などの言葉をい
れては。
・「市民主体」が前に出すぎている。

1　総則 1 条例の目的 この条例は、長久手市におけるまちづくりの基本的な事項を定めるととも
に、まちづくりの担い手となる市民、議会及び行政の役割と責務を明らか
にし、市民が主体的に行動する自治の力を高め、豊かな自然が残る、誰
もが笑顔で暮らせる幸せなまちを実現することを目的とします。

この条例は、長久手市におけるまちづくりの基本的な事項を定めるとともに、
まちづくりの担い手となる市民、議会及び市の役割及び責務を明らかにし、
市民が主体的に行動する自治の力を高め、豊かな自然を引き継ぎ、誰もが
笑顔で暮らせる幸せなまちを実現することを目的とします。

2 条例の位置付け ①この条例は、まちづくりの基本となる考え方であり、市民、議会及び行
政は、誠実に遵守するものとします。
②行政は、他の条例、規則、計画等の制定、改廃等にあたっては、この
条例との整合を図るものとします。

①この条例は、まちづくりの基本となる考え方であり、市民、議会及び市は、
誠実に遵守するものとします。
②市は、他の条例、規則、計画等の制定、改廃等にあたっては、この条例と
の整合を図らなければなりません。

・第1項
この条例は、何かを規制したり、守らな

かったからといって罰則を設けているもの
ではないため、「遵守しなければなりませ
ん」という非常に強い義務的な表現はなじ
みにくいと考えました。
・第2項

「図らなければなりません」に修正しまし
た。

・「基本となる考え方」に変えたことがわかり
やすい。
・なぜ、「基本となる考え方」となったかがわ
からない。もう少し説明がほしい。
・実質的に最高規範性を持たせるならば、
語尾を「～ねばならない」とする。
・市民主体とするには、他の条例と並列で
はダメ。

3 用語の定義 この条例において使用する用語の意義は、次のとおりとします。
⑴ 市民 市内に住む者、市内で働き又は学ぶ者及び市内で事業又は活
動を行う個人、事業所、学校法人等の団体をいいます。
⑵ 行政 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委
員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。
⑶ まちづくり 笑顔で暮らせる幸せなまちを実現するために行うあらゆる
活動をいいます。
⑷ 地域活動団体 地域のつながりを基にまちづくりを行う自治会をはじ
めとする団体をいいます。
⑸ 市民活動団体 特定の分野に対する市民の関心又は問題意識を基
にまちづくりを行う団体をいいます。

この条例において使用する用語の意義は、次のとおりとします。
⑴ 市民 市内に住む者、市内で働く者又は学ぶ者及び市内で事業又は活
動を行う個人、事業所、学校法人等の団体をいいます。
⑵ 議会 市議会議員で構成され、市民の意思を市政に適切に反映させるた
めの議決機関をいいます。
⑶ 市 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業
委員会及び固定資産評価審査委員会をいいます。
⑷ まちづくり 笑顔で暮らせる幸せなまちを実現するために行う公益的な活
動をいいます。
⑸ 地域活動団体 地域のつながりを基にまちづくりを行う自治会をはじめと
する団体をいいます。
⑹ 市民活動団体 特定の分野に対する市民の関心又は問題意識を基にま
ちづくりを行う団体をいいます。

・第2号
　議会の定義を新たに追加しました。
・第3号

ここでいうまちづくりは、「公益的な活
動」としました。

活動すべてが「まちづくり」なのか。まちづく
りでない部分は何か。

章 条 たたき台の条文 変更の概要 自治ＫＥＮメンバーからの意見等
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素案の条文

※下線部は主な変更点
章 条 たたき台の条文 変更の概要 自治ＫＥＮメンバーからの意見等

4 まちづくりの基本原則 長久手市におけるまちづくりの基本原則は、次の各号に定めるとおりとし
ます。
⑴　情報共有の原則

市民、議会及び行政は、それぞれが持つ情報を互いに提供し合い、
共有し、活用します。
⑵　市民参加の原則
　　　市民の参加により、まちづくりを進めます。
⑶　協働の原則

市民、議会及び行政は、立場や特性を理解しながら、対等な関係と
信頼関係を築き、互いに尊重、理解し合い、共に考え行動する、協働によ
るまちづくりを進めます。

長久手市におけるまちづくりの基本原則は、次の各号に定めるとおりとしま
す。
⑴　情報共有の原則

市民、議会及び市は、それぞれが持つ情報を互いに提供し合い、共有
し、活用します。
⑵　市民参加の原則
　　　市民の参加により、まちづくりを進めます。
⑶　協働の原則

市民、議会及び市は、互いの立場及び特性を理解しながら、信頼関係を
築き、ともに考え行動する協働によるまちづくりを進めます。

第3号
より分かりやすい表現に修正しました。

２　まちづくりの担
い手の役割及び
責務

①市民

5 市民の権利 ①　市民は、まちづくりに関する情報を知ることができます。
②　市民は、まちづくりに参加することができます。
③ 市民は、まちづくりの成果による住みよさや幸せを実感しながら暮ら
すことができます。

①市民は、まちづくりに関する情報を知ることができます。
②市民は、まちづくりに参加することができます。
③市民は、まちづくりの成果による住みよさや幸せを実感しながら笑顔で暮ら
すことができます。

第3項
第1条（条例の目的）と文言の整合を図り
ました。

（解説で）色々な立場の人のこと、例えば資
産の有無など、配慮してはどうか。

⇒資産の有無、収入の多寡といったことは
ことは極めて個人的なことであるため、
「等」に含むものとします。

6 市民の役割及び責務 ①市民は、市全体や次世代のことも考え、自らの発言と行動に責任を持
ち、まちづくりに取り組みます。
②市民は、まちづくりにおいて、自分と違う意見を持つ他者の価値観の多
様性を認めます。

①市民は、市全体や次世代のことも考え、自らの発言及び行動に責任を持
ち、まちづくりに取り組みます。
②市民は、まちづくりにおいて、自分と違う意見を持つ他者の多様な価値観
を認めます。

大学の役割については、今後、大学と対
話しながら、検討することとします。

長久手らしさのひとつでもある「大学」の役
割はなくてよいか。

②議会 7 議会の役割及び責務 ①議会は、市民の代表として選ばれた議員によって構成される議決機関
であり、市民の意思が行政運営に反映されるよう努めます。
②議員は、市民全体への奉仕者として、様々な機会を通じて市民の意見
を把握し、自己研さんを重ねるよう努めます。
③議会及び議員の役割及び責務に関し必要な事項は、長久手市議会基
本条例の定めによります。

①議会は、議決機関としてその責任を深く認識し、結果について市民に対し
て説明するよう努めるとともに、市政運営を監視する役割を果たさなければな
りません。
②議会に関する事項は、長久手市議会基本条例（平成26年長久手市条例第
42号）の定めによります。

議会との調整により、修正しました。

③市 8 市長の役割及び責務 ①市長は、市の代表者としてこの条例を遵守し、市民の声をもとに、公正
かつ誠実に行政運営を行います。
②市長は、総合計画の基本構想に基づくまちづくりを進めるため、市民、
議員及び職員と目標を共有し、実現に向けて全力を尽くします。
③市長は、まちづくりに必要な情報を収集及び整理し、市民に積極的に
提供し、活用を促します。

①市長は、市の代表者としてこの条例を遵守し、市民の声をもとに、公正か
つ誠実に市政運営を行います。
②市長は、総合計画の基本構想に基づくまちづくりを進めるため、市民及び
議会と目標を共有し、実現に向けて全力を尽くします。
③市長は、まちづくりに必要な情報を収集及び整理し、市民に積極的に提供
するよう努めます。

第3号
より分かりやすい表現に修正しました。

9 職員の役割及び責務 ①行政の職員は、全体の奉仕者として、この条例を遵守し、公正かつ誠
実に職務を遂行します。
②行政の職員は、まち全体を職場と捉え、積極的に市民と交流、対話し
ながら課題等の発掘に努め、組織として横断的に取り組むことで解決に
努めます。

①市の職員（以下「職員」といいます。）は、全体の奉仕者として、この条例を
遵守し、公正かつ誠実に職務を遂行します。
②職員は、まち全体を職場と捉え、積極的に市民と交流・対話しながら課題
等を把握し、部署間で連携して取り組むことで解決に努めます。
③職員は、前２項の役割等を果たすにあたって、自ら必要な能力を高めるよ
う努めます。

第3項
「自己研さんを重ねる」を、わかりやすく

するために「自ら必要な能力を高める」と
表現し、条項を追加しました。

全体の奉仕者として、「自己研さん」の言葉
を入れる。

2 / 4 ページ



素案の条文

※下線部は主な変更点
章 条 たたき台の条文 変更の概要 自治ＫＥＮメンバーからの意見等

３　市民主体のま
ちづくり

10 市民参加及び協働 ①行政は、計画の立案から実施、評価等の過程において、多様な市民参
加の機会を保障し、得られた意見等をまちづくり及び行政運営に反映する
よう努めます。
②市民同士、市民と議会及び市民と行政は、互いに声をかけ合い、人を
集め、対話を繰り返すよう努めます。
③市民、議会及び行政は、未来のまちづくりの担い手として、子どもが学
び、育っていくため、まちづくりに参加することができるよう環境づくりに努
めます。

①市は、計画の立案、実施及び評価の過程において、多様な市民参加の機
会を保障し、得られた意見等を市政に反映するよう努めます。
②市民、議会及び市は、未来のまちづくりの担い手として、子どもが学び、
育っていくため、まちづくりに参加することができるよう環境づくりに努めま
す。
③市民同士、市民と議会及び市民と市は、協働を進めるため、互いに声をか
け合い、人を集め、対話を繰り返すよう努めます。

・第2項と第3項を入れ替え、第1及び第2
項は「参加」のこと、第3項は「協働」のこと
として、まとめました。

市民参加を進めていく仕組みが担保されて
いないがよいか。

11 市民のまちづくり活動 ①市民は、身近な地域におけるよりよい暮らしの維持及び向上のため、
自治会その他これに類する地域活動団体が行う活動への参加を通して、
積極的にまちづくりに取り組むよう努めます。
②市民は、市民生活向上及び地域社会への貢献のため、市民活動団体
その他これに類する団体が行う活動への参加を通して、積極的にまちづく
りに取り組むよう努めます。

①市民は、身近な地域におけるよりよい暮らしの維持及び向上のため、自治
会その他これに類する地域活動団体が行う活動への参加を通して、積極的
にまちづくりに取り組むよう努めます。
②市民は、市民生活向上及び地域社会への貢献のため、市民活動団体そ
の他これに類する団体が行う活動への参加を通して、積極的にまちづくりに
取り組むよう努めます。

12 地域のまちづくり組織 ①市民は、概ね小学校区単位で、あらゆる団体の連携を深め、集まり、
対話しながら当該校区固有の課題を把握し、解決に向けて取り組む組織
（以下「まちづくり組織」といいます。）を設置することができます。
②まちづくり組織は、当該校区の全ての市民に開かれたものとし、あるべ
き将来像に向かって、継続的かつ計画的にまちづくりに取り組むよう努め
ます。
③市民は、課題を共有し、協働して解決していくために、まちづくり組織が
行う活動への参加を通して、積極的にまちづくりに取り組むよう努めま
す。

①市は、概ね小学校区単位で、市民自身が暮らす地域のことを考え、主体的
に実行できるよう、地域と協議しながら、仕組みづくりに努めます。
②市民は、概ね小学校区単位の地域で、地域活動団体、市民活動団体その
他様々な団体及び個人が連携し、対話しながら当該地域固有の課題解決に
向けて取り組む組織（以下「まちづくり組織」といいます。）を設置することがで
きます。
③まちづくり組織は、当該地域全ての市民に開かれたものとし、地域のある
べき将来像をつくり、それに向かって、継続的かつ計画的にまちづくりに取り
組むよう努めます。
④市民は、課題を共有し、協働して解決していくために、まちづくり組織が行う
活動への参加を通して、積極的にまちづくりに取り組むよう努めます。

 第1項
小学校区ごとのまちづくりを進めていこう
とする市の基本姿勢を示す条項を追加し
ました。

・１１条との関連性が分かりにくい。
・行政の役割や支援についても書く必要が
ある。
・小学校区毎もいいけど、岩作区のことを
考えて、もう少し細かい区分でやってもよい
のでは。
・規定内容がはっきりとしない。全ての地区
において、どう地域ごとのまちづくりを進め
ていくのか、底辺にある考え方を規定すべ
き。
・まちづくり協議会の根拠になるように。

13 地域活動団体、市民活動団
体及び地域のまちづくり組織
の役割

地域活動団体、市民活動団体及びまちづくり組織は、活動内容や運営状
況を明らかにし、市民の理解と共感を得ることで、活動への参加を促し、
担い手の発掘と育成に努めます。

地域活動団体、市民活動団体及びまちづくり組織は、活動内容、運営状況等
を明らかにし、市民の理解及び共感を得ることで、活動への参加を促し、担い
手の発掘及び育成に努めます。

14 地域活動団体、市民活動団
体及び地域のまちづくり組織
への支援

議会及び行政は、地域活動団体、市民活動団体及びまちづくり組織の自
立性を尊重し、その力が最大限発揮されるよう、必要に応じて支援しま
す。

議会及び市は、地域活動団体、市民活動団体及びまちづくり組織の自立性
を尊重し、その力が最大限発揮されるよう必要に応じて支援します。

条項の見出しを、「・・・・行政の関わり」か
ら、「支援」に修正しました。

語尾を「～ねばならない」とする。

15 住民投票 ①市長は、長久手市に関わる特に重要な事項について、市民及び議会と
の対話を重ね、十分な議論をしてもなお、決定及び判断ができない場合
にはじめて、住民の意思を直接確認するため、投票の資格を有する住民
の請求又は議会若しくは市長の発議により、住民投票を実施することが
できます。
②市民、議会及び行政は、住民投票の結果を尊重しなければなりませ
ん。
③住民投票の実施に関し、必要となる事項は、別に定めます。

①長久手市に関わる特に重要な事項について、市民、議会及び市が対話を
重ね、十分な議論をしてもなお、住民の意思を直接確認する必要があるとき
は、投票の資格を有する住民の請求又は議会若しくは市長の発議により、住
民投票を実施することができます。
②市民、議会及び市は、住民投票の結果を尊重しなければなりません。
③住民投票の実施に関し、必要となる事項は、別に定めます。

第1項
住民投票制度は、市長及び議会が重要

事項についての判断をしたり、議決したこ
とに対して、住民の意思を直接確認する
提案（発議）をすることになるため、「決定
及び判断ができない場合にはじめて」とい
う表現は、適切ではないと考え、削除しま
した。
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素案の条文

※下線部は主な変更点
章 条 たたき台の条文 変更の概要 自治ＫＥＮメンバーからの意見等

４　市政運営 16 市政運営の基本原則 ①行政は、公正かつ透明性の高い行政運営を基本とし、市民が主体的に
行動する自治の力を高めるまちづくりを推進します。
②行政は、計画立案から実施、評価に至るまで、その過程や内容、目標
の達成状況等あらゆる情報を共有することが、まちづくりの基本であるこ
とを踏まえ、わかりやすくかつ積極的な情報提供に努めるとともに、市民
から説明を求められた場合は、誠実に応答します。
③行政は、まちづくりの実践を通して、人づくり及び組織づくりに努め、一
体として、行政機能を発揮します。

①市は、公正かつ透明性の高い市政運営を基本とし、市民が主体的に行動
できるまちづくりを推進します。
②市は、計画の立案、実施及び評価に至るまで、その過程、内容、目標の達
成状況等あらゆる情報を共有することが、まちづくりの基本であることを踏ま
え、わかりやすくかつ積極的な情報提供に努めるとともに、市民から説明を求
められた場合は、誠実に応答します。
③市は、まちづくりの実践を通して、職員のあるべき姿の実現のため、人づく
り及び組織づくりに努めます。

・第1項
「市民が主体的に行動する」⇒「行動で

きる」と修正しました。
・第3項
　より分かりやすい表現に修正しました。

「～行動できる」とすることで、３者が一体と
なって進める旨が表現できる。

17 計画的な市政運営 ①行政は、長期的な展望に立った基本構想と基本計画を内容とする総合
計画を策定し、計画的な行政運営を行います。
②前項の基本構想の策定にあたっては、議会の議決を経るものとしま
す。

①市は、この条例が示す考え方に基づき、長期的な展望に立った基本構想
及び基本計画を内容とする総合計画を策定し、計画的な市政運営を行いま
す。
②前項の基本構想の策定にあたっては、議会の議決を経るものとします。

第1項
総合計画が、この条例に基づいて策定

されることについて、明記しました。

総合計画と、この条例との関連性がわから
ない。唐突感がある。

18 情報公開及び個人情報の取
扱い

①議会及び行政は、別に条例で定めるところにより、その保有する情報を
市民に公正かつ適正に公開し、市民と情報を共有します。
②議会及び行政は、別に条例で定めるところにより、保有する個人情報を
適正に管理するとともに、個人の権利及び利益が侵害されることのないよ
う、適正に取り扱います。
③市民及び行政は、生命や財産保護のため、緊急でやむを得ない場合
に地域で互いに助け合い、支え合えるよう、必要最小限の個人情報を提
供し合うことができる環境づくりに努めます。

①議会及び市は、長久手市情報公開条例（平成13年長久手市条例第24号）
で定めるところにより、その保有する情報を市民に公正かつ適正に公開し、
市民と情報を共有します。
②議会及び市は、長久手市個人情報保護条例（平成16年長久手市条例第7
号）で定めるところにより、保有する個人情報を適正に管理するとともに、個
人の権利及び利益が侵害されることのないよう、適正に取り扱います。
③市民及び市は、生命及び財産の保護のため、緊急でやむを得ない場合に
地域で互いに助け合い、支え合えるよう、必要最小限の個人情報を提供し合
うことができる環境づくりに努めます。

第1項、第2項ともに別に定める条例の名
称を明らかにしました。

３項の緊急でやむを得ない場合とはどうい
う状況か。
→災害時を想定しています。

19 安心安全なまちづくり ①行政は、市民の安心・安全を確保するため、自然災害、重大な事故等
の発生時に、関係機関等と連携・協力し、迅速かつ的確な対応を行うため
の危機管理体制を整えます。
②市民は、個人又自治会等で災害等に備え、防災につながる取組を行
い、災害時には自分自身を守る努力をするとともに、地域で互いに協力し
ます。

①市は、市民の安心安全を確保するため、自然災害、重大な事故等の発生
時に、関係機関等と連携・協力し、迅速かつ的確な対応を行うための危機管
理体制を整えます。
②市民は、個人、近隣、自治会等で災害等に備え、防災につながる取組を行
い、災害時には自分自身を守る努力をするとともに、地域で互いに協力しま
す。

第2項
自治会より小さな範囲となる、近隣（ご

近所）での備えについて、追記しました。

防災の記述しかないけど、防犯もいるので
はないか。

→災害時等の緊急時における危機管理体
制の構築についての条項になります。防犯
の取組については、第１１条の市民のまち
づくり活動に含まれるものとします。

20 他の自治体等との連携 行政は、共通課題の解決のため、国、愛知県及び他の自治体及び関係
機関と相互に連携し、協力するよう努めます。

市は、共通課題の解決のため、国、愛知県、他の自治体及び関係機関と相
互に連携し、協力するよう努めます。

５　実効性の確保 21 条例の検証 ①市民及び行政は、まちづくりがこの条例に添って行われているかにつ
いて、社会情勢やまちづくりの状況と照らしながら検証します。
②行政は、前項の検証の結果、必要と認めるときは、適切な措置を行い
ます。

①市民及び市は、5年を超えない期間ごとに、まちづくりがこの条例に沿って
行われているかについて、社会情勢及びまちづくりの推進状況と照らしなが
ら検証します。
②市は、前項の検証の結果、必要と認めるときは、適切な措置を行います。

第1項
検証を「5年を超えない期間ごとに」行う

ことを明記しました。

検証の時期の記載はなくてよいか。実効性
が担保できるか。
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